
たま′l手相談皇 あんしん相続セミナー②

7割がもめる
二次相続の事態 !!

“

“

八王子ひまわり法律事務所 研修室
(八王子市明神町 2‐ 2フぃ6 文秀ビル7F)

7/14(日)10:30～ 12:00 C聾診20名

お電話かメール、または裏面の申込用紙にご記入の上、

FAXにてお申し込みください。

OTELH080B51 63日3580
。医コ infO@tamahachi358日 COm
●FAX.042E670日 9445

◎セミナーの後に、当日参加の『たまハチ相談室』全メンバーによる

無料個別相談会も開催します。【詳しくはこのチランの裏面をご覧ください】

ご家族の抱えるさまざまな悩みや、地域の皆さまの
｀
困つた、に役立つ

「あんしん相続セミナーJを毎月開催しています。

いざという時に、「誰に相談すると良いのかわからない…」。

そんな時にはぜひ『たまハチ相談室』にご相談ください。
一般社団法人たまハチ相談室

代 表 理 事 飯 塚 靖

■相続コーディネーター

■宅地建物取引士

お悩みに合わせた解決方法をご提案いたします。

相続のご相談をいただくときに、遺言書についての

ご質問が多く見受けられます。法的に有効と認められ

る遺言書の書き方から保管方法など、「あんしん相続」

にはとても大切な事柄です。

そして、家族間の相続争いがイ可故起こるのか?

その原因と予防策を弁護士の立場からお伝えします。

(弁)八王子ひまわり法律事務所所属

●民事 相続紛争調停 多数

0八王子市行政不服審査会委員

0八王子市空き家等対策懇談会委員

弁護士

講 師

大山晃平

争いの無い相続は遺言書から

7/14(日 )

2024

10「 30～ 12:00

申し込み

八王子ひまわり
法律事務所0

甲州街道
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東京たま

来来メッセ京王
プラザホテル

京王線「京王八王子J駅から徒歩 1分

いざという時に頼りになる、皆さまの
S困つた を゙解決する

祖続専Fgサポ_トチーム
『 たま′l手相談室』
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